
規

則 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉
県
個
人

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
個
人
番
号
利
用
条
例
」
を
「
番
号
利
用
条
例
」
に
、
「
第

四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
個
人
番
号
利
用
条

例
第
四
条
第
二
項
」
を
「
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
五
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
八
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


